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論文内容の要旨

日本経済は1990年代に至って沈滞状態に陥り、今に至るまでその落とし穴から抜け出せないでいる。その間に我々は

多くの企業不祥事を見てきた。

米国は日本より 10年先行して沈滞の時期を過ごし、企業不祥事も頻発したが、各種の対応策を実施した後、再び経済

的活況を見るに至っている。その対応策の一つがホイッスルプローイングである。

本研究では、ホイッスルプローイングを企業人の情報倫理の一角として位置づけ、これを覗き窓として組織体の不

健全な運営の早期検出と修正の方策を考える。そのために、 (1)ホイッスルブローイングとは何かを考察し、次いで情

報倫理について論じる。 (2)ホイッスルプローイングを推進するための外部的方策および内部的方策を考察する。 (3)情

報セキュリティ対策がホイッスルプローイングを無用とすることが可能かどうか論じる。 (4)組織体の監査体制とホイ

ッスルプローイングの関係について考察し、この考察を元に、上場企業の監査役会の役割に関する試案を述べる。

情報倫理およびホイッスルプローイングについては、主として文献および事例研究を通じて、その解釈および批判

をおこない、概念の定義をおこなった。

ホイッスルプローイングを外部的に推進する方策と組織体内部において推進する方策とを論じるために、文献およ

び事例を研究し、その評価の上に日本においてあるべき姿を考察し、試案を述べた。

情報セキュリティとホイッスルプローイングとの関係については、セキュリティ分野における筆者の知見に基づい

て考察した。

組織体の内部統制および監査体制の中にホイッスルプローイングを組み込むことについて、監査役に対して説明会

およびアンケート調査を実施して、試案の検証をおこなった。



論文審査の結果の要旨

本論文は幾つかの点で新たな知見をもたらしている。第 1 は、最近ではコンビュータを道具としていることの多い

企業内不正への対応策として、今まで取られてきた諸対策を再吟味し、それらが効果を発揮しないことを論証してい

る。原因を、従来有効とされてきた内部統制が、情報化に伴って、コンビュータ処理の中に効率的に組み込むことが

できていないからであるとしている。日本でこの点が論じられたことは残念ながら殆どない。第 2 に、倫理に関する

新しい展開としての情報倫理について論じている。職務上知り得た情報に対して、職業人としてどのような行動をな

すべきか、それを情報倫理ととらえるのである。氏は日本における電気通信の代表的学会である電子情報通信学会の

情報倫理綱領案作成 WG の委員長として具体案作成に奔走された実績を持つ。第 3 に、本論文の主テーマであるホイ

ッスルプローイングを、日本に導入することの是非を論じている。ホイッスルブローイングは企業内不正の対応策と

して米国では有効とされているが、今まで日本でまともに論じられることはなかった。文化の差がもたらすものであ

ろう。しかし、第 1 の考察からすると日本でもその導入は必要であり、第 2 番目の考察である情報倫理とも主旨が合

致していると認めることができる。第 3 の考察では、ホイッスルプローイングの受け皿として、企業の監査役がその

任に当たる案を提出している点が新しい。従来、企業法務や顧問弁護士、あるいは専任役員がその任に当たると米国

では考えられているが、日本の制度にすでにある監査役をその受け皿とする案は、ホイッスルプローイングに新しい

展開をもたらすことができるであろう。この案の実証のため、現役の監査役約二百人の意見を調査した結果、半数以

上の監査役から肯定的反応を得るとともに、その意識と実行能力のあることを示す事実を報告している。

もっとも、本論文の成果を具体化するには、監査役に調査能力を与えるサポート体制を義務づけるなど、実効ある

ものにするための法改正が必要であるが、それは研究論文の守備範囲を超える。また、ホイッスルプローイングをお

こなう際の判断基準を明確にする必要があるが、このままでも現実の企業社会において不正防止の方策が探索されて

いる今、この提案に関心を示す企業人への指針としては充分役立つ。

よって、本論文は博士(国際公共政策)の学位に充分値するものであると判定する。


